
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹田税務署 石橋 忠 殿 

日本国憲法を基礎にした税制と税務行政を求める要望書 

              

                  2013年 3月 13日 

              重税反対全国統一行動吹田集会実行委員会 

                 代表   山口 正史 

                  

重税反対全国統一行動は 1970年から始まり、全国で約 20万名が参加する恒例の行事

となりました。ここ吹田でも本日 1時より、民商や労働組合、新日本婦人の会、生活と

健康を守る会、年金者組合、消費税をなくす会などの住民団体がさんくすホールの会場

を満杯にして集会を開きました。 

 

 さて、消費税が 8％、10％に増税されることが決まりました。しかし、公約を破った

民主党が大敗したように、国民は増税を認めたわけではありません。 

国民の大多数は「こんな不況の時に、増税なんてとんでもない」と言うものです。特に

中小業者は、今でも身銭を切って消費税を払っているのに、これ以上払えないというの

が率直な実態です。貴職もご承知のように、消費税の滞納税額は全ての滞納税金の 50％

にもなっています。これほど中小業者を苦しめている税金制度はありません。消費税は

中小業者にとっては間接税ではなく直接税です。そして、労働者を雇用すれば税金が高

くなる消費税は実質的に人頭税と同じです。このような人権を無視した消費税は廃止さ

れなければなりません。政府は日本国憲法が示す応能負担の原則に立ち戻るべきです。

私たち国民は「生活費に税金をかけるな」と安倍内閣に要求します。 

 貴職もご承知のように、日本の大企業は、消費税が導入された 1989年以降、幾度と

なく減税の恩恵を受けています。そればかりか、輸出戻し税や研究開発費等で、本来支

払うべき税金を払わなくてよい仕組みを合法的に獲得してきました。その結果が内部留

保 260兆円、日本経済の停滞、税収の大幅な減収、国の借金の増大等です。富の再配分

機能が力の弱いものに回らず、力の強いものに回るという異常な状態が続いています。

格差と貧困が年々拡大する社会は正常な社会ではありません。私たちは日本国憲法に記

された、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の原則を守れと安倍内閣に要求します。 

 改悪国税通則法が実施されました。それでも、①申告納税制度は守られ、②税務調査

は任意調査であり、③税務運営方針は守られます。税務調査に当たっては、日本国憲法

と上記 3点を全職員に徹底されることを強く要望致します。 

 

以上 


